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1    緒    言 
 
大量消費されることを主目的とした商業音楽の創作

とは違って，表現芸術としての音楽の創作過程は，ま

ず音楽を創出する作曲家自身の自己表現欲求から始ま

る．その欲求は創作する本人の環境から生まれ，また

自己が要求するその表現内容もまた創作者の環境から

決定されていると考えられるから，環境が異なればそ

の表現内容も異なり，当然誰ひとり全く同じ環境を持

つ他人は存在しないから，何人であれ時間空間を超え

て同じ表現要求は有りえず，ある作品がその作者故の

作品であることが表現芸術としての音楽の特徴である

といってよい．それ故に，それら創作過程の本質は個

人的な特別な過程であると一般に捉えられていて，時

にはそれは天より啓を受けた神秘的な過程とさえされ，

今ある創作過程の記述のそのほとんどが曖昧な表現に

よる記述にとどまっている．しかし作曲というものが

作曲を行う者の知性の表現であり，その過程が作者の

持つ知性の統合であるならば，そこになんらかの論理

が存在することは言うまでもなく，当然それを記述す

る方法論も存在するはずであると同時に，また先述し

たような非論理的なプロセスも実際に存在するのなら

ば，それはどのように記述され得るのか．また，近年

は電算機のパーソナル化が進み，芸術作品の創作過程 

にも電算機の利用が大変盛んになってきているが、昨

今のあまりにも急速な電算機技術の発展のため，創作

過程の本質を欠いたまま，きわめて安易にそれらが用

いられている場合も少なくない．それら芸術工学の発

展のためにも芸術作品の創作過程がどのように記述可

能であるのか，まずそれを明確にする必要がある． 

一方，1979 年の吉川の「一般設計学序説」に始ま

る吉川，冨山らの一般設計学の一連の論文(1)～(4) は，

それが工学の分野を念頭において展開された理論であ

るものの，存在しないものを新たに生み出すという創

造の本質という観点で見れば，その記述は極めて抽象

性に富み，かつ一般的であり，その対象を狭義の人工

物のみならず，同じ人間の創造行為である芸術の分野

においても，それを応用できる可能性を秘めているも

のと考える．以上を鑑みて，本研究は一般設計学を使

って，芸術作品の創作過程の一例として，音楽作品の

創作過程のモデリングを行い，それがどのように記述

され得るかを研究すると同時に，一般設計学の表現芸

術の分野における可能性を探ることもその目的として

いる． 

 
2    一般設計学の楽曲創作過程への応用 
 
2.1  楽曲創作と楽曲分析    音楽作品の創作過程を図

示したものが図１である．作曲家の環境から生まれた
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自己表現欲求による表現要求は，一般に「楽譜」

Music という形態を用いて記号化され，演奏家がその

楽譜を用いて，作曲家の要求を「音」Sound という実

体への翻訳を行う．一方，上記の逆の経路が楽曲分析

である．楽曲分析は楽譜または音から作曲家の表現要

求を読み取ることを主題として，その作曲家の環境を

把握し，さらには創作当時の社会をも考察することで

ある．楽曲分析はこれまでに多数の研究者により多数

の研究が成されており，その特性上その過程は美学的，

社会学的な側面も併せもつが，例えば Nattiez(5) はそれ

らを記号論的記述によって「一般音楽学」としてまと

めるに至っている．それに対して楽曲創作に関する研

究は，例えば Brelet(6) に代表される美学的研究以外の，

特にその過程の記述に関する研究があまり見当たらな

いのは緒言で述べたとおりである．尚，本報では上記

の楽曲創作過程の内，作曲家の要求から楽譜への過程

である，いわゆる「作曲」Composition過程を扱う． 

 

Requirement Music Sound 
Analysis 

Synthesis 
< Composition > < Interpretation > 

Perform. 

Environment 
Fig. 1    Creation  Process  of  Musical  Work 

  

2.2  一般設計学    吉川(1) は一般設計学を対象の種類

に依らない一般的な設計過程を記述する公理的方法論

であるとしている．吉川は 

「自然に存在しない人工物を生み出す設計という行

為が可能となるための必要条件は，すでに存在するも

のに関する知識の論理的操作の結果として，存在しな

いものをも概念として形成することの可能性であ

る．」 

と述べ，実体集合および最も重要な基本概念として，

実体概念と抽象概念の２つをあげ，それらを以下のよ

うに定義した． 

定義１：実体集合とは，すべての実体を元とするよ

うな集合である．すべての実体とは，存在するもの，

存在したもの，存在するであろうものを含む． 

定義４：実体概念とは，人間が実体を体験すること

によって成立させた概念である．これはその実体の属

性や機能などのように，抽象化の結果得られる抽象概

念とは全く独立である．しかし抽象概念はこの実体概

念から発生する． 

定義５：抽象概念とは，人間が意味ないし価値に導

かれて実体概念を類に分類したとき，その各類に関す

る概念をいう． 

そして，これらの概念の取り扱いを形式化するため

に，吉川は以下の３つの公理を提案した． 

公理１（認識公理）実体は属性（あるいは機能，形

態などの抽象概念）によって認識あるいは記述するこ

とが可能である． 

公理２（対応公理）実体集合と（理想的な）実体概

念集合とは１対１対応する． 

公理３（操作公理）抽象概念集合は実体概念集合の

位相である． 

吉川はこの３つの公理をもとに，人工物の設計過程

に関するさまざまな定理群を導出し，その公理体系を

一般設計学と呼んだ．この理論は公理系による形式化

をとっているため，きわめて抽象性が高く，その適用

範囲が広いことが特徴である． 

   

2.3  要求空間と属性空間    以下，一般設計学を用い

て楽曲創作過程のモデリングを行う．まず，楽曲にお

いては， 

実体：音 

属性：音の基本３要素（音高，音強，音価） 

要求：作曲を行う者が要求する音楽 

とし，次に公理１，２より以下の集合を導入する． 

実体概念集合：Entity Concept Set : S 

属性概念集合：Attribute Concept Set : X0 

要求概念集合：Requirement Concept Set : X1 

そして，抽象概念である属性概念と要求概念は，公

理３より実体概念集合 S を台集合とした以下の位相空

間を形成する． 

属性空間：Attribute Space : (S, X0) 

要求空間：Requirement Space : (S, X1) 

すると，一般設計学が与える定理より（あるいは位

相空間の持つ性質より）要求 X1 は要求概念集合から

適当に選んだ元の積で与えられ，また属性 X0 は属性

概念集合から適当に選んだ元の積で与えられるから，

Nを自然数として， 

( )X1∈=
∈

n1
Nn

n11 XXX I  

( )X0∈=
∈

n0
Nn

n00 XXX I  
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となる．そして，一般設計学を参考に，作曲に関する

以下の定義を与える． 

定義１：作曲とは，要求空間に示された領域に対応

する属性空間の領域を指定することである． 

以上の公理と定義より，以下の定理が導出される． 

定理１：作曲過程は，属性空間(S, X0)から要求空間

(S, X1)への恒等写像が連続写像である． 

証明：属性空間(S, X0)から要求空間(S, X1)への恒等

写像を jとする．属性空間の元 sの写像 jによる要求空

間の像 j(s)の近傍 Nの逆像 j -1(N)が属性空間の元 sの近

傍になっていれば写像 j は連続写像である．写像 j が

連続写像である必要十分条件は属性空間(S, X0)の位相

が要求空間(S, X1)の位相よりも強いこと，つまり X0

⊃X1 である．X0⊃X1 であれば要求はすべて属性に包

含される．ゆえに題意は証明された．証明終り． 

 

  

Requirement Space 
(S, X1) 

Attribute Space 
(S, X0) 

j 

 

j(s) 

N 

j-1(N) 

j-1 

s 

 

Fig. 2    Composition  Process 

 

定理２：作曲過程は，要求空間(S, X1)から属性空間

(S, X0)への恒等写像が不連続写像である． 

証明：要求空間(S, X1)から属性空間(S, X0)への恒等

写像を連続写像とする．その必要十分条件は要求空間

(S, X1)の位相が属性空間(S, X0)の位相よりも強いこと，

つまり X1⊃X0 である．X1⊃X0 では属性に包含され

ない要求が存在する．これは不合理である．ゆえに題

意は証明された．証明終り 

分析は属性空間(S, X0) → 要求空間(S, X1)へと進む

過程であるから，分析は連続写像である．分析者たち

は連続写像を扱っているが，一方その逆の過程である

作曲は不連続写像である．よって作曲の解は一義的に

は決定できず，作曲者は直ちに要求空間から属性空間

への写像を実行することができない．また定理１，２

より要求と属性の各位相の強弱関係は X0⊃≠X1 とい

うことになる．つまり作曲者が自己の要求を属性化し

た楽譜というものには図３に示すように作曲者の要求

のみならず，それ以外のなんらかの情報も必ず含んで

いるということになる．よって楽譜を用いて音に翻訳

する演奏者は，その楽譜から得られる情報の中から作

曲者の要求位相を抽出しなければならない．これが元

来呼ばれている「解釈」という意味にほかならない． 

Fig. 3    Requirement  and  Attribute  

 
2.4  機能空間の導入    以上のモデルにおいては，作

曲者は直ちに要求空間から属性空間への写像を実行す

ることはできないが，要求概念と属性概念との間に何

らかの収束過程を設けることによって，作曲者は属性

空間に自身が要求する何らかの解を見つけることがで

きるはずである．しかしながら，このモデルは実際に

は実行できない．なぜなら要求概念は精神面から概念

形成されたものであり，属性概念は楽譜という全く物

理的な記号として概念を記述しており，その両者間に

ある知識は一般に我々には所与されていないからであ

る．我々が楽譜という音の属性を記した媒体を考える

とき，次の定義が導入されていると考えることができ

よう． 

定義２：一般に楽譜とは，そこに記された音が実際

に響いたときに発現する音響的機能を記述したもので

ある． 

この定義をもとに，公理１，２より以下の集合を導

入する． 

機能概念集合：Function Concept Set : M 

そして公理３より実体概念集合 Sを台集合とした以

下の位相空間を形成する． 

機能空間：Function Space : (S, M) 

つまり機能 M は先述の抽象概念同様，以下の式の

ごとく機能概念集合から適当に選んだ元の積で与えら

れるので，Nを自然数として， 

( )M∈=
∈

n
Nn

n MMM I  

となり，機能空間を要求空間と属性空間の間に介在さ

せることにより，要求空間(S, X1)から機能空間(S, M)

への写像を g ，機能空間(S, M)から属性空間(S, X0)へ

の写像を f とすると，作曲過程である要求空間(S, X1)

 

Attribute Space 
(S, X0) 

Requirement Space 
(S, X1) 

X0→X1: continuous 
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から属性空間(S, X0)への写像は，結局これらの合成写

像 f･gで表現できる．また写像 fの逆写像を i ，写像 g

の逆写像を h とする．これらよりただちに以下の定理

３が演繹される． 

定理３：作曲過程は，写像 hかつ写像 iが連続写像

である． 

証明：定理１より写像 j に相当する合成写像 h･i は

連続写像である．よって題意は明らか．証明終り． 

 

2.5  構造空間の導入    以上までの作曲過程モデルに

おいて，fおよび gの２つの写像のうち，写像 fは写像

iの逆写像であり，写像 iは属性空間から機能空間へと

移す連続写像であるから，楽譜に固定された音の属性，

即ち音高，音強，音価から機能が生じるものと理解さ

れる．つまり写像 g 以降の作曲過程は写像 i の逆写像

を求める過程と表現できるが，機能が作曲者固有の環

境から生まれた精神的な要求から写像 g によって移さ

れたものであるならば，その先にある属性というまっ

たく物理的な記号で表される空間との間に，機能でも

属性でもないメタフィジカルな空間を新たに定義でき

るはずである．（これは一般設計学におけるメタモデ

ル理論(3)(4) に相当する．）本研究ではメタモデルとし

て，構造(7) ～(9) に関する抽象概念集合を新たに導入し，

以下の定義を与える． 

定義３：構造とは，接続関係により属性と１対１対

応をするものであり，また既知の環境下においてある

機能を発現する． 

そして構造について生成される概念からなる集合を 

構造概念集合：Structure Concept Set : St 

とし，他の抽象概念と同様に以下の位相空間を考える． 

構造空間：Structure Space : (S, St) 

つまり，構造というのは接続関係によってすべて属

性と結合されており，構造が決まった時点で属性はす

べて決まっているということであり，またある環境を

与えることによって，その構造特有の機能が発現する

ということである．ここでいう「接続」とは既成のあ

るいは作曲者が決めた記譜上のルールと考えてよい．

先述したように音の基本３要素は音高，音強，音価で

あるが，それらにある関係を持たせたものを音楽学で

は，音楽の基本３要素と呼び，それらを和声構造，リ

ズム構造，旋律構造としている(5)．よってメタモデル

として構造を考えることは音楽学的にも矛盾しない． 

 

2.6  環境の導入    ところで，定義２によって機能概

念集合を導入したが，この定義は属性を記述する楽譜

という媒体を考える際に導入されているものであって，

機能そのものについては未だ明確な定義が与えられて

いない．まず，一般設計学を参考に，以下の仮説を立

てる． 

仮説１：機能概念集合とは，有限個の自然法則につ

いて生成された概念に被服されたコンパクトな抽象概

念集合である． 

ここで以降，有限個の自然法則について生成された

概念からなる集合を， 

自然法則概念集合：Natural Law's Concept Set : P 

とし，他の抽象概念と同様に以下の位相空間を考える． 

自然法則空間：Natural Law's Space : (S, P) 

そして次に機能に関する以下の定義を与える． 

定義４：機能とは，それが既知のある環境下に置か

れたときに発現する自然法則のことである． 

これは要求空間と機能空間との写像に創作者自身の

環境が影響していたのと同じように，機能空間と構造

空間との写像に自然法則という環境を与えることを意

味する．以上の２つの定義と先の仮説１より以下の定

理が導出される． 

定理４：自然法則に覆われた局所的な領域では，か

かる自然法則概念集合の濃度を増すことにより機能空

間から構造空間への写像が連続となり，自然法則概念

の数の増加とともに機能から構造へ向かう点列が存在

する． 

証明：定義４より機能 Mは，Pを自然法則概念集合

として 




 ∈=
∈

可算集合:P I,p
iMp

iMM
Ii
I  

と表される．また仮説１より 






 Λ∈⊂

Λ∈

有限集合:P,pMpMM λλ
λ
U  

である．ここで定義３より構造 Stとして 

I
Λ∈

Λ =
λ

λ
pMSt  

を考えると自然法則概念集合の濃度 Λを増すことで 
MSt ⊂Λ  

となる．つまり自然法則に覆われた局所的な領域では，

自然法則の詳細化で機能空間から構造空間へ向かう写

像が連続となり，Nを自然数として 




 ∈∈=
=

Nn,p
iMp

iMSt
n

1i
n PI  

であるから，自然法則概念の数 n の増加とともに機能

から構造へ向かう点列が存在する．証明終り． 
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つまり，機能空間と属性空間の間に構造空間を与え，

その環境に自然法則を選ぶと，かかる自然法則の概念

を詳細にしていくことによって，機能空間から構造空

間へ写像が連続になる．つまり作曲過程において構造

とは，作曲者が直接与えるものではなく，要求する機

能を覆う環境を詳細にすることによって，機能と環境

から与えられるものである，ということになる．そし

て構造が得られれば，接続関係により音の属性は一義

的に決定されるから，結局，要求する機能から属性が

与えられ，楽譜としてそれが固定され作曲が終了する．

さらに以下の２つの定理も直ちに導かれる． 

定理５：作曲過程は，写像 fあるいは写像 gが不連

続である． 

証明：定理２より合成写像 f･gは不連続写像である．

よって題意は明らか．証明終り． 

定理６：自然法則に覆われた局所的な領域では，写

像 gが不連続である． 

証明：定理２より合成写像 f･gは不連続写像である．

定理５により写像 f あるいは写像 g は不連続である．

自然法則に覆われた局所的な領域では定理４よって写

像 f が連続になる．よって写像 g は不連続である．証

明終り． 

つまり写像 fは自然法則の詳細化によって局所連続

性があるが，写像 g が不連続になることは避けらない．

よってこの過程には何らかの収束過程を設ける必要が

ある．その過程で有力なものが下記に示す abduction(10)  

と演繹 deductionとの組による収束過程である． 

deduction :            

           

abduction :  

1

1

11

X
XMM

M
XMX

→
↓

→

 

これは，要求する X1に対し，何らかの M を仮定し，

その Mを用いて X1を演繹し，先の X1と比較検証を行

い，その差を少なくする方向に Mを修正していく過程

である．もっとも Mを仮に決めれば fの連続性を利用

して X0を得ることができるので，一旦 Mを X0に移し

てから Interpretationを経て実体 Sを聴いてから X1を検

証し，仮定した Mを修正する方法も考えられる．また

昨今は創作過程に電算機を使用することが盛んである

が，それは局所連続性のある写像 f に限られ，写像 g

には非論理過程である abduction を含んでいるため，

演繹マシーンである一般的な電算機では，それを利用

することができない．言い換えれば，この写像 g が元

来問われてきた，言葉や論理では説明のできない創作

過程における飛躍的な発想の過程であるということが

できる．図４に以上のモデリングをまとめて図示する． 
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Fig. 4    Modeling  of  Music  Creation  Process 

 

3    自然法則による構造化の一例 
 
さて，先の写像 f2において，機能に環境を加える，

つまり本件の場合，自然法則の詳細化とは，具体的に

はどのような行為を意味するのであろうか．ここでは

音楽に関するもっとも身近な自然法則として弦の振動

を考えてみる． 

線密度ρの弦を張力 Tで張った弦の振動方程式は，

式(1)のように与えられ，この解は例えば境界条件とし

て，ヴァイオリンのように両端が固定されたものを考

えると，その解は式(2)のようになる．これは弦の振動

は無数の調和振動の和として記述できることを示して

いるわけであるが，自然数 n によって弦の振動波形が

異なり，またその n 数に応じた周波数で振動し，弦長

が同じであれば，振動周波数と n 数が比例関係にある．

Rameau(11) は，この弦の振動方程式を対象に，その解

に含まれる自然数 n の低次をその制約として得られる

振舞いを使って，その主著 Traité de l'Harmonie を著わ

したと解釈できる．しかし Rameau が扱った上記の振

動方程式の解は，自然数 n の次数について何ら特別な

値が存在するわけでなく，n 数は１から無限まで有効

(2)

(1)
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であり，低次の n 数で表現される Rameau の調性音楽

は何ら特別の意味を持っているわけではない．特に式

(2)はフーリエ級数の式と同じであり，自然法則の対象，

制約，振舞いを考えれば，作曲者が自然数 n という制

約を１から無限の間で選択し(12) ，それによって作品の

構造が決定されていく過程を，また弦のような１次元

モデルのみならず，鐘などの３次元物体の振動を対象

に(13) その振動モードの次数を制約として得られる振舞

いによって，さらには媒質である空気の振動現象を対

象に(14) その強い初期条件依存性を制約として得られる

振舞いによって，作品が構造化される過程を考えるこ

とも必然性のある創作過程と解釈できる．これらは仮

説１が前提ゆえの結果であるが，この仮説は，音楽は

すべて音という自然現象を扱っているという事実に基

づいたものであり，逆に，いかなる作曲家も自然法則

からは逃れることができないとも言える． 

 

4    結    論 
 

１．作曲過程である要求空間から属性空間への恒等

写像は不連続写像である．よって，作曲者が要求する

作曲の解は一義的には決定できない．また作曲とは逆

方向の過程である属性空間から要求空間への恒等写像

は連続写像である． 

２．作曲者が作曲過程によって自己の要求を属性化

した楽譜というものには，作曲者の要求のみならず，

それ以外の情報も必ず含んでいる． 

３．機能概念集合が有限個の自然法則概念集合に被

服されたコンパクトな概念集合であると仮定し，機能

空間と属性空間の間に構造空間を導入すると，その環

境である自然法則を詳細にしていくことによって，機

能空間から構造空間への写像が連続写像になる．つま

り作曲過程において構造とは，与えるものではなく機

能と環境から与えられるものである．そして構造から

属性は一義的に決定され作曲は終了する．また，要求

空間から機能空間への写像は不連続写像である． 

４．自然法則の詳細化とは，要求する機能を振舞い

得る自然法則を選び，その対象に制約を与えることを

意味するものであると解釈できる． 

 

5    展    望 
 
結論の考察として特筆すべきは，一般設計過程にお

いては機能空間に要求仕様が一意に記述されていたの

に対し，作曲過程では要求空間と機能空間が不連続で

あり，いわばその過程が創作の本質を決めている点に

ある．それは設計過程とは違って楽曲の創作において

は，要求が機能そのものではないことに起因しており，

これは設計過程と作曲過程の基本的な相違点である．

また図１に示したように，楽曲創作過程は作曲過程の

みならず Musicから Soundへの演奏過程も存在する．

特に作曲者が要求概念位相を形成するとき，実体概念

としての音は，演奏過程を経たあとをイメージするこ

とによって得られた概念から形成されているので，要

求概念にはある特定の演奏者が前提となっている場合

がある．また演奏者が作曲者である場合も存在し，昨

今は演奏者が人間ではなく機械である場合も出現して

きている．それは図１における Music の消滅をも意味

しよう．音楽史学的には楽譜と鳴り響く音楽との間に

ある解釈の厚さが時代とともに薄くなってきていると

捉えることも可能であろうし，それら多様な演奏過程

を含めた楽曲創作過程はどのように記述され得るのか．

本研究で得られた結論は音楽学的にも特に矛盾するも

のではなく，音楽芸術の分野に一般設計学の応用は可

能であろうと考えられるが，その発展のためには今後

もさらに音楽学との交流(15)～(17) が重要である． 
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